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受講者の皆様へ ～事務連絡とお願い～

１．出欠について

１日目の午前以降の出欠状況は、午前・午後の毎日２回各自で受付の出席名簿にご記入ください。

やむを得ず遅刻・早退・欠席をされる場合には、事務局（携帯電話：090-1836-4401 または携

帯メール0dj68453385011c@ezweb.ne.jp）に必ず届け出てください。

２．ネームプレートについて

研修中は、着用をお願いします。研修最終日のお帰りに回収します。スタッフは、水色のストラップの

名札を付けています。分からないことはお気軽にお尋ねください。予備がありませんので紛失ない様お

願い致します。

３．空調について

会場の空調管理ができないため体温調整は、各自で工夫してください。

４．飲食について

会場内では飲食可能ですが、ゴミは各自お持ち帰りください。

５．喫煙について

研修室内は禁煙です。喫煙は、喫煙スペースでお願いします。

６．携帯電話について

講義中は、必ず携帯電話の電源を切るかマナーモードにしておいてください。

７．アンケートについて

本研修に関するアンケートへのご協力をお願いします。アンケートは、1 日目、2 日目ともに行います。

お帰りの際、ご提出ください。

８．詳細確認シートについて

災害福祉派遣の為の詳細確認シートは最終日に回収いたします。

９．その他

・研修中に気分が悪くなったときには申し出てください。

・研修場内に荷物を置いて帰らないでください。

・忘れ物は、事務局で一定期間内保管します。

皆で協力して、実り多き研修にしましょう！



石川 災害福祉支援活動基礎研修 プログラム 
 

1 日目 10:30-18:00 

時間 内容 詳細 担当 

10:30-11:30 

(60 分) 

総論 講義「災害とは」「災害発生時の動き」「被災地で

の福祉支援の過程」について 

川井太加子(桃山学院大

学) 

12:30-13:30 

(60 分) 

災害医療につい

て 

講義わが国の災害医療体制、DMAT の目的、支援

方法、福祉支援に期待することなどについて 

小早川義貴(国立病院機

構災害医療センター) 

13:40-14:20 

(40 分) 

災害ボランティ

アセンター 

講義ボランティアセンターの実態・機能について

の講義 

園崎秀治（全国社会福

祉協議会） 

14:30-15:30 

(60 分) 

災害支援におけ

る多職種連携 

講義災害支援における多職種連携の必要な理由、

連携の実例、課題、支援者の感じるストレスとそ

の対応について 

香田将英(熊本大学医学

部) 

15:40-17:10 

(90 分) 

避難所・福祉避

難所生活期にお

ける役割を考え

る 

演習１避難所で要援護者の選定を行い、専門性を

いかした支援内容と、避難所生活期における福祉

専門職の役割を考える演習 

舟田伸司（日本介護福

祉士会） 

17:20-18:00 

(40 分) 

災害福祉を巡る

施策動向、自治

体との連携等 

講義各自治体担当者による、各地域で備えられて

いる防災対策施策や避難所など災害対応の枠組

みと、その基となる考え方、福祉専門職による支

援へ望むことなどについての講義 

酒尾貴志（石川県危機

管理監室危機対策課防

災グループ） 

～1 日目終了後、交流会～ 

 

2 日目 9:00-16:00 

時間 内容 詳細 担当 

9:00-10:00 

(60 分) 

法制度 講義災害対策基本法や被災者生活再建支援法、生

活保護法、弔慰金支給法などで災害時の福祉支援

の際に使用できる制度等についての解説 

宇都彰浩（仙台弁護士

会） 

10:10-10:50 

(40 分) 

災害時における

コーディネーシ

ョン機能 

講義災害時介護支援専門員協会の災害対応マニ

ュアルなどを参考にし、被災地におけるコーディ

ネーション機能の必要性についての解説 

笠松信幸（日本介護支

援専門員協会） 

11:00-12:30 

(90 分) 

チームカンファ

レンス 

演習２事例を通してグループでそれぞれの専門

性を活かして状況把握、想定を行い、支援計画を

考える演習 

山本純江(日本社会福祉

士会）笠松信幸(日本介

護支援専門員協会） 

13:30-15:00 

(90 分) 

支援の引継ぎ 演習３支援内容が洩れることなく継続されるた

め、記録をする必要性を知り、短時間で把握でき

る記録記入の工夫を学ぶ演習 

森谷就慶(日本精神保健

福祉士協会）笹岡眞弓/

坪田まほ(日本医療社会

福祉協会) 

15:10-16:00 

(40 分) 

振り返り /支援

者支援 

 

閉会式 

クールダウン、振り返りシート記入 

支援者支援についてのアンケート説明 

災害時における連絡の方法等について 

修了証の授与 

日本精神保健福祉士協

会/日本医療社会福祉協

会 

 



災害福祉支援活動基礎研修2017
公益法人 日本医療社会福祉協会

9/30・10/1,    11/3・4, 12/16・17, 1/27・28

総 論

川井太加子（桃山学院大学）
大島隆代（浦和大学）

1

本研修のねらい

・全国で福祉職向けの災害福祉支援活動基礎研修

を実施することで、災害支援に関心のある福祉職を

掘り起こし、基礎知識を習得し、ネットワークをつくる

・他の専門職の考え方や専門性を知るとともに、普段

別の分野で働いている福祉職との協働の体験をする

・全国に災害支援福祉チーム人材がストックされて

いくことで、様々な災害において、即応かつ継続的に

福祉支援を行うことができるようにする
2

総論の位置づけと意義

・福祉実践領域での「災害支援」の意味を、歴史的な

実践や現状を含めて再確認する

・災害における福祉支援を組織的に行ううえでの考え

方のいくつかの枠組みや行動の原則を整理する

・本研修での講義や演習時に、総論でのポイントを

振り返り統合化できるようにする

・組織的支援をしくみとして動かしていくために必要な

ことを、各自が描くことができるようにする
3

「災害」とは

「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、

土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑

りその他の異常な自然現象又は大規模な

火事若しくは爆発その他その及ぼす被害

の程度においてこれらに類する政令で定

める原因により生ずる被害をいう」

（災害対策基本法第２条第１号）

4

２０１１年３月１１日 東日本大震災発生
2011年4月末頃の岩手県大槌町

5

災害と福祉支援の関係（１）
近接領域の研究および実践

【医療・保健領域】
・災害医療、災害看護などの理論や技術を体系化
・心のケアの必要性
・特に緊急時の組織的介入システムの整備

→ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）
ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）

【社会学、心理学】
・社会基盤の脆弱さが災害時に露呈する
・災害後の時間的経過により様相が異なってくる
・「トラウマ」、「ＰＴＳＤ」、「リジリエンス」などの概念を用いて、
災害後に人がどのような心的ダメージを受けるか、または、跳
ね返す強さがあるかなどを説明

6



災害と福祉支援の関係（２）
ニーズや生活の変容に対応した支援

・明治時代以前にも大地震後に孤児となった子どもを収容した
寺院があったり、関東大震災後に学生によるセツルメント
活動が展開された

・阪神淡路大震災後に多くのボランティアと被災者のニーズと
をコーディネートする機能が求められたり、保健師や医療
ソーシャルワーカーによる見守り支援の拠点が仮設住宅内
にできた

・多くのボランティア団体の活動が、行政の対応や支援の隙間
を埋めることにつながり、ＮＰＯ法の成立につながった

7

福祉実践の方法をソーシャルワーク
だと考えると・・・

8

・元々、ソーシャルワークの対象になりやすい人たちは、生活基盤

が弱い。そこに災害が起きると、より多くの生活困難を抱えた

状態になりやすい

・災害によって何らかの困難を被った人たち（被災地の人たち）

全てが弱者になる可能性を持っている

・被災地という場で生活困難を抱えるということは、人と環境が

関係し合う構造の中で生活のしづらさを抱えること

・本来ならば力がある人や地域が、力が少ない（弱い）状況に

陥っているとも考えられる。社会に対して、或いは、力を弱くする

原因となる何かに対して、代わりに働きかけることも求められる

（日本社会福祉士会、２０１３）

「災害ソーシャルワーク」を考えると

被災した地域とそこに生きる人々が災害に
よって起こった環境の変化との相互関係の中
で直面する課題に対し、その解決に向けて取
組む支援のプロセスそのものをいう。狭義の
災害ソーシャルワークは、災害によって直接
生じた課題に対し、一定の期間、専門職や非
専門職が行う援助活動を意味し、広義では、
災害時を意識した平常時のソーシャルワーク
（防災・減災活動）や、災害によって顕在化
した平常時からの課題への取り組みも含んだ
長期的で連続性を持つ援助活動のことをいう。

（山本2015）
9

石巻市のあの時とその後
（石巻市ＨＰより取得）

10

石巻市のあの時とその後
（石巻市ＨＰより取得）

11

災害における福祉支援を考えるポイント

・災害の種類や規模、発生した地域性等

・福祉サービス利用者が、災害によってより多くの

生活困難を抱えるようになる

・それまで自立していた住民も生活困難を抱える

ようになる。また、そのような住民が大量に発生

するようになる

・災害後の時間的経過による生活困難の変容

・被災した地域の中で発災前から行われていた

支援だけでは対応しきれない
12



④応急仮設
住宅入居時

災害福祉支援活動における区分（枠組み）

①
発災時

②避難所・福祉避難所生活期

③応急仮設住宅入居移行期

⑤応急仮設住宅入居期

⑥応急仮設住宅退去検討期

⑦恒久住宅移行期（入居時・期）

多様な生活形態
・自宅での避難生活
・みなし仮設での生活

災害と福祉支援を考えるとき・・・
～何が支援のゴールなのか～

目指すべきは、「生活の再建」や「地域の復興」、

「地域での自立生活」と言われるが・・・

“復興”という言葉は、なにかそこに標準的な望ましい被災者

像を押し付けてくる傾向があるのではないか、その過程で、

被災地域で生活する人を、自立していく人とそうでない人に

分断していき、排除に結びついていく危険性もある。

（岩田2011）
14

そこで、質問です

・皆さんは、今までに、どのような形で「災害」に

関わってこられましたか？

・「じっとしていられない」 「何かしなくては」

という思いを抱いた、そして或いは、実際に行動

した市民、専門職、教員・・・などという様々な立場

で、どのような考え方の枠組みや体制があれば、

いろいろなことを整理できるでしょうか？また、

よりよい支援になるでしょうか？
15

災害福祉支援活動基礎研修の目的

16

福祉領域にも見られる
対人サービスや援助の

専門職分化の中で、共通
基盤を構築し共有する

災害福祉支援活動の
理論と実際を体系的に
学ぶ（整理しつつ学ぶ）

基本的には、被災地外部か
らの組織的支援を念頭に置
きつつ、そのあり方を探る

災害支援にこそ生かされる、

福祉実践の価値や原則、実
践方法のエッセンス等を、

具体的にどう展開すべきか
を考える

被災地へ外部からの福祉支援の原則（１）

私たちが、ある意味、反省的に学んできたこと

■支援の実践主体は被災地およびそこにいる人たち

であるという視点

■被災した人たちは経過の変化を伴う状況にあると

いうことを理解する

■個々人の生活を、“地域”を意識しながら包括的に

支援していく

17

対象や支援枠組みの構造を理解する
外部支援は不足を補い隙間を埋める
研修と検証を継続していきながら、よりよい形を

作っていく

被災地へ外部からの福祉支援の原則（２）

外部からの派遣支援で配慮すべきこと

１ 被災地での拠点づくり

２ 事前の情報収集・把握

３ 派遣者の引き継ぎ方法

４ 被災地での他職種チームとの連携

５ 地域専門職への引き継ぎ

（長岡市社会福祉協議会、本間 2014）
18



１ 被災地での拠点づくり

• 理想は被災地内

• もしくは、被災地にできるだけ近い場所へ

19

配慮すべき点

特に被災地の福祉専門職、機関からの認知が必要

理想は拠点設置時に
被災地自治体、主となる機関への説明と合意

やはり、平時からのネットワーク構築が成否を分ける

しかし、混乱期の被災地の機関は機能不全となる場合が考えられる

２ 事前の情報収集・把握

• 事前に被災地の支援機関から情報の提供を受ける
ことは困難（時期にもよるが‥‥）

⇒被災地の支援機関に負担をかけないためには

20

・独自の情報収集・把握
‥‥先遣隊による把握、ＩＴ機器を活用した情報収集
・組織間の平時からのネットワークによる情報収集・把握
‥‥例）社協等

能動的な情報入手を心がける

留意点：事前入手情報を100％信じてはいけない
事前の情報＋自身の目で確認し、咀嚼して判断する

３ 派遣者の引き継ぎ方法

• 引き継ぎは重要なポイント

⇒しっかりとした引き継ぎが望まれる

• しかし‥‥

21

引き継ぎに費やす時間の確保の困難
定型化された引き継ぎルールがない

平時の引き継ぎとは
大きく異なる

①前任者と後任者の派遣期間重複日の設定
②引き継ぎ事項は最低限の内容とする

③（引き継ぎの行為ではないが）引き継ぐ業務はシンプル
なシステムにしておく

＋被災地で中心となっている支援者へ、必ず顔合わせを
行う

引き継ぎの留意点

４ 被災地での他職種チームとの連携

• 被災地には多種多様な専門職が支援者として入ってくる
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【現状】
①同組織のネットワークによる派遣
②職能団体による派遣
③協議会組織による派遣
④災害支援に特化した組織による派遣

・事前に一定のルールが
定められているパターン
・災害発生後、状況に応じ
スタッフの派遣を行う
パターン

連携がないと、どうなるか
‥‥結果的に被災者や地元の支援機関に負担となる

誰が主動となり、連携の仕組みをつくるか
‥‥被災地の行政機関や核となる支援機関が機能不全となった時は

①被災地域の専門機関と専門職に認知され、②組織は多職種で構成
し、③全国にネットワークを持つ組織、が担える組織の条件か？

５ 地域専門職への引き継ぎ

• いつ行うのか
‥‥当初の混乱も落ち着き、被災地の支援機関の活動に回復の
兆しが見えてきた頃

⇒中・長期的なビジョンを踏まえての引き継ぎ、例えば
今後の復興に向けての目標の確認など、一つの大きな局面となる
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①被災地の支援機関に不安と負担を残さない
→負の“置き土産”は厳禁
②被災地の専門職の考えを尊重し、支持する

→今後の復興に向けての目標の確認等の場面にて
③安心感を伝える

→今後も何かあったら関わる、といった姿勢（孤立感の防止）

引き継ぎへの心がけとして

１～５のまとめとして
（特に外部からの組織的支援を行うために
実務的に確認しておきたい点）

• 外部支援者はスーパーマンではない

• 被災地域の専門職の心情に配慮した行動を

• 実務面だけでなく、時には精神面でのサポートも

• 災害福祉支援の枠組みを意識しつつ、どの時点で
何が求められるかを組織的に共有する
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総論の最後に

災害福祉支援活動のしくみ、実践知、技術等の

体系化の歴史は古くないですし、特に組織的な活動

の実働までに整備すべき課題もあります。ですが、

福祉実践が今まで「人」の「生活」をみつめてきたから

こそ、活用できる知見や技術があるはずです。

ぜひ、一緒に考えていただければと

思っております。

ありがとうございました。 （川井太加子・大島隆代） ）25



災害ボランティアセンターの実態

機能について

あらゆる支援者に必要な支援の三原則

災害福祉支援活動研修2017

全国社会福祉協議会
全国ボランティア・市民活動振興センター 園崎秀治

2017/11/03

自己紹介

 園崎秀治（そのざきしゅうじ）
全社協全国ボランティア・市民活動振興センター副部長

 1994～2005年まで総務部人事担当
ボランティア活動保険の開発・運用担当も

 1999年、台湾中部大震災（死者2,415人、行方不明29人）
支援のため2度現地入り

 2005～2012年までボランティアセンター
災害担当として中越地震から東日本大震災まで対応

東日本大震災では自らの住む浦安市も液状化で被災

 2012～2014年法人振興部（施設担当）
 2014～現在、再度ボランティアセンター
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 災害発生時には、先遣として現地入りし、全国段階での支援の要
否確認に入ることが多い。

 訪問した災害ボランティアセンターの数は120を数える。
 10年にわたって、災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支
援P）の運営支援者派遣の調整担当として、災害のたびに支援P
派遣調整を行う。

《熊本地震での対応》

 熊本地震では、社協ブロック派遣と支援P運営支援者の派遣調整
を行う。

支援P運営支援者派遣 約900人/日
社協ブロック派遣 約6700人/日

 現在、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)運営委
員。全国フォーラム企画部会委員。

 災害ボランティアセンター関連の研修会を企画・実施して、約2000
人の受講者を輩出。
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全社協VCの災害時における対応
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◆先遣
全国的な支援の必要性の見極め（職員による被災地状況確認）

◆現地災害VC調整
被災地に設置される災害ボランティアセンターを稼働させるにあたって必要とされる
支援について、被災地社協・被災県社協、ブロック幹事県社協との調整

◆運営支援者による支援調整
「災害ボランティア活動支援ブロジェクト会議」（支援P）等と連携による「災害VC運
営支援者」の調整（支援先や引継ぎシフト等から、支援中のフォローアップ、後方支援として情報共
有や情報提供）

◆資機材・物資支援調整
災害VC準備にあたっての資機材調整、ボランティア活動に活用できる支援物資の
調整（主に支援Pと連携）

◆広域ブロック派遣調整
被害が甚大で、被災地のブロックでの支援だけでは対応しがたい際の被災地以外
のブロック（広域ブロック）による支援調整（東日本大震災や熊本地震のいわゆるブロック派遣）

◆情報発信
設置された災害ボランティアセンター周辺の情報を収集、「被災地支援・災害ボラン
ティア情報」による発信（メール配信、同ホームページ発信）

◆災害ボランティアセンター以外との連携
災害VC以外の民間支援セクターとの連携調整（主にJVOADとの連携）

◆マスコミ対応、大臣視察・省庁視察対応、議員・国会質問関係への対応



今日の話題

• 災害ボランティアセンターの起源

• 災害ボランティアセンターで行われていること
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（1）災害ボランティアセンターによる被災者支援

 【参考】災害福祉広域支援ネットワーク設置状況

 社協ネットワークにおける災害VC支援体制
 二つの連携の基軸：支援PとJVOAD
 支援P 運営支援者ならではの「強み」、役割･機能

（3）民間被災地支援の更なる広域支援体制

全国域での被災地支援に12年関わって考えた

（5）外部支援を行う上での重要なポイント

（4）被災者中心･地元主体･協働の三原則を踏まえた
支援者のあり方

 支援P 運営支援者ならではの役割･機能、「強み」

（2）災害ボランティアセンターを支える支援のネットワーク
 支援P 運営支援者ならではの役割･機能、「強み」

中規模・小規模な災害は全国各地、毎年無数に発生しています

（1）災害ボランティアセンターによる被災者支援

平成25年
4月13日淡路島震源地震（兵庫県）

浜松市地すべり（静岡県）

融雪等に伴う地すべり（山形県）

7月18日までの大雨（山形県、静岡県）

7月22日の大雨（山形県、福島県）

7月26日の大雨（岩手県）

7月28日の大雨（山口県、島根県）

7月30日の大雨（新潟県）

8月9日の大雨（岩手県、秋田県）

8月23日からの大雨（島根県）
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9月2日の竜巻（埼玉県、千葉県）
9月4日の竜巻（栃木県）
9月4日の大雨（愛知県）
台風18号（京都府、福井県、滋賀県、

三重県、青森県、岩手県）

9月16日の突風（埼玉県）
台風24号（鹿児島県）
台風26号（千葉県、東京都）
2月14日から15日の大雪災害

（山梨県、群馬県、長野県、埼玉
県、東京都、静岡県）

平成26年
台風8号
7月9日の大雨（山形県南陽市）
7月9日土砂災害（長野県南木曽町）
台風12号
8月2日からの大雨
（徳島県阿南市・海陽町、高知県

日高村、山口県岩国市・和木町）

台風11号
8月9日からの大雨
（徳島県那賀町、高知県四万十町）

8月10日の突風（栃木県）

8月15日からの大雨（岐阜県高山市、
京都府 福知山市、兵庫県丹波市）

8月19日土砂災害（広島市安佐南区、
安佐北区）

9月27日 御嶽山噴火

台風18号
10月6日の大雨（静岡市清水区）

11月22日長野県神城断層地震
12月5日 徳島県西部大雪

平成27年
5月29日 口之永良部島噴火（鹿児島県）

9月1日の大雨（長崎県対馬市）
9月9日関東・東北豪雨（台風18号）
（栃木県、茨城県、宮城県）

9月28日 台風21号（沖縄県）

平成28年
4月14日 熊本地震（熊本県熊本市・益城町他）

6月20日の大雨（熊本県益城町・宇土市他）
8月
台風7号（北海道足寄町）
台風11号（北海道）
台風9号 （埼玉県狭山市他、茨城県ひたちなか市、北
海道旭川市他）

台風10号（北海道南富良野町他、岩手県岩泉町他）
9月
台風16号（鹿児島県垂水市、大分県佐伯市）
10月21日鳥取県中部地震（鳥取県倉吉市他）
12月22日 糸魚川市大規模火災

平成29年
7月5日九州北部豪雨（福岡県朝倉市・東峰村、

大分県日田市他）

7月22日 秋田県豪雨（大仙市他）

9月17日 台風18号（大分県津久見市他）

○「ボランティア元年」阪神・淡路大震災では、137万7300
人（兵庫県推計）というボランティアが活動
※参考:東日本大震災被災3県 平成23年3月～平成28年7月 150万人（全社協把握）

○1995年阪神淡路大震災、1997年ナホトカ号重油流出
創意工夫をして多様な人・機関がコミュニケーションをとりながら、コーディネートする

体制づくりをはじめたのが災害ボランティアセンターの起源といえる

○1998年の福島・栃木水害、高知水害において、「水害ボラ
ンティアセンター」が設置
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災害ボランティアセンターの起源

およそ現在のような協働型災害ボランティアセンターが整ってきた

日本では、被災地では、災害ボランティア活動を支援する「災害
ボランティアセンター」が設置されて、被災者支援が行われること
が定着しました。

○10の台風が上陸し中越地震が発生した2004年以降は、被災地
域の自治体ごとに社会福祉協議会（社協）が中心となって災害
ボランティアセンターが設置されることが一般化してきた。

○特に東日本大震災においては、社協がその運営主体として、
全国196箇所で災害ボランティアセンターが設置された。

○東日本大震災以降は災害ボランティアセンターの「公的化」
が進んでいる
（地域防災計画への位置づけ、行政との協定、災害対策本部と
の連動、自治体の要請による設置…等）

○災害ボランティアセンター運営の3原則
「被災者中心」「地元主体」「協働」の三原則で運営される。

8



近年の甚大な被災地における
災害VCを通じた活動者数

平成29年 平成28年 平成27年平成26年

九州北部
豪雨

熊本地震
台風
10号

関東・東
北豪雨

広島土砂
災害

朝倉市
（設置中、10/1時点）

熊本市 益城町 岩泉町 常総市
広島市

（安佐南区・安佐北
区合計）

44,000人 38,000人 36,000人
17,000
人

40,000人 42,000人

ボランティア活動が被災地の復旧復興に多大なるマンパワーを提

供することが積み重ねられ、被災者のみならず、行政（公助）も、ボラン
ティアや民間支援の力に期待することが増大してきている
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○近隣住民の助け合いが災害により機能しないところを、ボ
ランティアの力を借りて、復旧・復興に向けて、被災者が自
立・生活再建することを目指す。

○ボランティア活動としては、泥かきやガレキ撤去作業のイ
メージが強いが、被災地では様々な活動が行われている。

○災害ボランティアセンターでは、被災者からの支援ニーズ
とボランティアの活動をつなぐ他にも、多くの調整が行われ
ている。

ボランティア活動を正しく理解するのに欠かせないポイント
・「社会的包摂・社会参加促進」
・「自主性・自発性・主体性」
・「無償制・互酬性」

10

災害ボランティアセンター運営の三原則

11

「被災者中心」「地元主体」「協働」

・被災状況の把握と行政等、関係機関などとの連絡調整

・被災者ニーズへの対応：ニーズの受付・相談、被災世帯調査・ローラー作戦の実施、潜在
ニーズの発掘、ボランティアの活動調整、専門機関や被災者支援制度へのつなぎ

・ボランティアの募集：地元関係者を通じた募集を始め、支援関係者を通じた広域での募集、
ホームページ等による募集

・ボランティアのマネジメント：円滑なボランティア活動への配慮（受付、オリエンテーション、活
動調整、ボ安全・健康管理等）

・様々な支援活動・支援への資源などの調整(資機材の調達・集積や調整)
・広報：被災者へ支援活動(センターの存在・活動を依頼できること)の告知、ボランティア募集、
マスコミ対応、活動状況の記録・発信

・運営体制の整備、スタッフ・コーディネーターの調整 ・苦情対応

・支援プログラムの開発 ・活動保険加入のための事務 ・活動資金の調達

・庶務や会計 ・災害VC閉所の検討と生活支援への移行 ・・・・

災害ボランティアセンターで行われていること(機能)

全ての支援者
に当てはまる

もの
災害ボランティアセンターの運営を支援する人

応援スタイル 根拠 派遣者の特徴 育成・研修

地元関係者（V連絡
会、災害Vネット、JC
等の地元の支援者）

日常から、災害時に応援が

できるよう申し合わせなど

・地域に精通している
・発災直後から支援できる
・顔の見える安心感
・被災者が多いため人数が不確定
・社協組織について必ずしも理解が深くない

地元市町村での訓練

等（支援に特化してい
ない）

近隣社協応援 近隣からの自発的なもの

・発災直後から支援できる
・顔の見える安心感
・単発での応援になりがち
・支援経験が豊かな人はあまりいない

県社協主催の研修な
ど（支援に特化してい
ない）

県内社協派遣
県内の協定や約束に基づい

て、被災県社協で応援要
請・シフト調整

・県内からなので顔見知りが多い安心感

・短期間になりがち
・支援経験が豊かな人は限られる
・支援側が都合がつけば中核の支援者になり得る

同上

ブロック派遣
ブロック協定に基づいて、幹

事県の判断で稼働

・旅費や宿泊確保に費用と手間
・見知らぬ土地なので慣れるのが難しい
・滞在日数が限られ、支援経験の濃淡があるため、担当割
当は中核には置きにくい

全社協の運営者研修
など（支援に特化され
ていない）

支援P運営支援
先遣が応援の見立てを行い、

現地と調整の上派遣

・支援の経験が豊富である
・長期・繰り返しで支援できる人が多い
・支援のレベルが一定以上のため中核で支援することが多い
・外部支援とのパイプ・窓口になり得る
・社協の派遣者との互いの役割分担の理解共有が課題

H17～22までの「運営

支援者研修」が中心

その他外部支援者 自発的なもの

・人によっては経験が豊富で長期滞在が可能

・その場合は中核の支援者になり得る
・当初コネがないと受け入れるのが難しい
・場合によっては社協の理解が浅い

-
12

（2）災害ボランティアセンターを支える支援のネットワーク



地元市区町村社協

県内市町村社協／都道府県･指定都市社協

被災県のブロックの社協

隣県の社協

全社協
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被災地（災害VC)

被災県域

被災周辺県

全国域
災害ボランティア
活動支援プロ
ジェクト会議（支

援P）

NPO
等

NPO
等

過去被災した社
協、相互応援協
定の社協等

社協ネットワークにおける災害VC支援体制

全社協・地域福祉推進委員会 とりまとめ

「社協における災害ボランティアセンター 活動支援の基本的考え方 ―全国的な社協職員派遣の進め方―」（H25.3.25）

○社協における災害ボランティアセンターによる活動支援の考え方
○災害ボランティアセンター運営に関する基本的考え方
○全国的な社協職員派遣の手順 ○活動資金の調達 ○平常時の取り組み

都道府県・指定都市における連携の状況
・ブロック協定：7ブロックで締結
北海道・東北、関東、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州

・都道府県域の災害ボランティアセンター支援ネットワーク 38箇所
・都道府県域の他機関協働の災害支援ネットワーク（※） 16箇所

（※）災害ボランティアセンター支援、福祉広域支援ネットワークを除くもの

「平成28年度都道府県・指定都市社協災害ボランティアセンター担当者
連絡会議 事前アンケート結果」 より
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 ただし、構築された体制／協定がすべてではありません

・しくみ・協定は、「（運用の）硬直化」「書かれていないことはできない」という状況
を生むことが多々あります

・地元だけでは支援が完結できない規模の災害における被災地への支援では、
隣県からの支援、過去の被災地からの支援など、応援協定等にとらわれず
様々な方面から重層的に行われることが望ましい

多様なセクターが支える災害ボランティアセンター
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◆支援プロジェクトは、被災地主体のボランティア活動に寄与するため、新潟中越地
震の検証作業を契機に、2005年1月に中央共同募金会に設置

◆企業・ＮＰＯ・社協・共同募金会が協働し、災害ボランティア活動のより円滑な支
援の実現をめざし、人材、資源・物資、資金の有効活用を促す仕組みづくりなど現地
への広域的・即応的支援に向けて、災害ボランティア活動の環境整備を行う

◆発災時には「人」「もの」「資金」に関する災害ボランティア活動への支援を実施

◆平常時には、災害支援に関わる調査・研究、人材育成や啓発活動を実施

◆現在の支援P運営支援者、今後中核となる運営支援者の養成研修（現実の災害時の派
遣と連動した）、都道府県域で養成している運営支援者との連携調整を図るための
「災害ボランティアセンター運営支援者研修」を企画・実施（予定）

◆支援Pを構成する多様なセクターのメンバーは、社協が災害ボランティアセンターを
担うことについて賛同し、協力を行ってきている

◆「ひと」：
現地災害ボランティアセンター、社協の支援のための運営支援者を派遣（支援Pの委
員の他、全社協の講師陣・研修修了生の中から協力を得て実施）。災害ボランティ
アセンター運営の助言、情報発信支援等を実施している。

◆「もの」：
災害ボランティアセンターの運営に必要な備品・資機材・ボランティア活動に必要
な資機材の迅速な提供を行う。
提供にあたっては購入の他、経団連１％クラブや個別企業との連携により、企業か
らの寄付を募って実施（調整を支援プロジェクトが行い、現地の負担を減らす）。
また、経団連１％クラブ会員企業への協力要請を通じ寄せられた物資をパック化し
（うるうるパック）、現地災害ボランティアセンターを通じて、被災者に直接手渡
される。

◆「資金」：
１％クラブが会員企業に呼びかけ、ボランティアセンター支援（運営支援者経費
等）、中⾧期的な被災地主体の復興プロジェクト経費等への助成のため、企業の寄
付や社員募金の受け入れを実施。
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支援Ｐの支援の柱

その他、企業人ボランティアを被災地での活動につなぐプログラム、社協とNPOの協働事業プ
ログラム、被災地で支援活動を行う団体への助成プログラム等も実施している。



災害等準備金【経緯】
1996年（平成8年）
阪神大震災を契機に、中央共同募金会が、大規模災害等に即応する全国緊急シス
テムの構築を提言。
1998年（平成10年）
「大規模災害に即応するボランティア活動支援資金制度」を創設
2000年（平成12年）
社会福祉法第118条において災害等準備金を法定化

資金
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【概要】
各都道府県共同募金会が災害に備えて赤い羽根共同募金の一部（3％）を積立

て、被災地における災害ボランティア活動の支援などに助成するしくみ。
被災県内での積立での対応ができない場合、ブロック内、全国からの拠出が行

われる。

【特徴】
◎概算払いにより災害ボランティアセンターの立ち上げを素早く支援
◎助成対象期間が６か月間（緊急的な時期から生活復旧まで、中⾧期的な支援活
動に助成が可能）

災害ボランティアセンターを支える資金

【助成対象（活動拠点事務所の場合）】
被災地域に設置された災害ボランティアセンター
※被災地の災害対策本部と連携して運営されるもの

【助成金額】
災害等準備金による助成基準額は300万円
※上限額ではなく複数回の申請が可能。
※支払いの方法は、概算払い、終了時精算払い

【活動期間】
災害等準備金の助成対象となる活動の期間は、災害発生
時から６か月以内
※災害の状況に応じて対象期間が拡大される場合あり
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資金

東日本大震災以降、全国段階で災害関係者の様々なネットワー
クが連携を進めています
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震災がつなぐ
全国ネットワーク

日本財団
災害ボランティアリーダー人材
育成プログラム策定委員会

災害ボランティア活動支援
プロジェクト会議
（支援P)

内閣府
「大規模災害時における

ボランティア活動の広域連携に
関する意見交換」（H26）

東日本大震災支援全
国ネットワークJCN

内閣府

「広く防災に資するボランティア活動の
促進に関する検討会」（H27・28）

ジャパンプラット
フォーム（JPF）

日本赤十字社

日本生協連 日本青年会議所
（日本JC）

国際ボランティア
学生協会（IVUSA）

ピースボート

災害ボランティア
センター

社協
ネットワーク

・・・etc.

全国災害ボランティア支援団体
ネットワーク（ＪＶＯＡＤ）

真如苑救援ボラン
ティアSeRV

天理教ひのきしん隊

全国曹洞宗青年会
全日本仏教青年会

青年海外協力協会
JOCA（青年海外協
力隊のOB）

内閣府

「防災ボランティ
ア検討会」

専門職団体の
ネットワーク

（福祉、医療、士業等）
DMAT,JMAT,TMAT
DCAT,DWAT,

JRAT,DPAT
DHEAT,JDA-DAT

DMORT…

平時からの顔の見える関係の構築をめざして様々な場を設けています

災害福祉広域
ネットワーク

（3）民間被災地支援の更なる広域支援体制 都道府県における災害時の福祉支援体制
（平成29年3月時点）

• 都道府県内で災害が発生した場合、要配慮者支援のために被災地で福祉
支援の機能を確保するために人員派遣等を行う体制の構築状況（㈱富士通
総研調べ）
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既に構築
（14団体）

北海道、岩手県、福島県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大
阪府、島根県、徳島県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県

現在構築中
（15団体）

青森県、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、東京都、神奈川県、
新潟県、静岡県、愛知県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、
高知県

今後構築予定
（7団体）

栃木県、石川県、長野県、山口県、大分県、埼玉県、山梨県

【参考】災害福祉広域支援ネットワーク設置状況

主な目指す活動は、介護福祉士や社会福祉士らが避難所などに入り、要支援者が避難所での
生活が可能かを判断したり、福祉ニーズの掘り起こしや精神的ケアを行ったりする。
被災地域の福祉支援態勢が整い、引き継ぎができるまでを活動の目安としている。

「災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業」

Ｈ29年度は24,173千円を予算化（厚生労働省社会･援護局福祉基盤課）



【参考】災害福祉広域支援ネットワーク体制図イメージ

富士通総研HPより 21

多様な災害支援組織・専門職組織があります

• 災害支援全般全国ネット
•災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（支援P）
•全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）
•震災がつなぐ全国ネットワーク
•東日本大震災全国ネットワーク(JCN）

• 災害支援専門家系
•緊急災害対策チーム（BERT）
•宗教者災害支援連絡会（宗援連）
•情報支援レスキュー隊（ITDART）
•日本社会情報学会災害情報支援チーム（JSIS-BJK）
•日本青年会議所災害支援ネットワーク(JC災害支援ネットワーク)

• 省庁系
•緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）
•事件現場医療派遣チーム（警視庁ＩＭＡＴ）
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•災害時医療専門職系
• 災害派遣医療チーム（DMAT）
• 急性期災害リハビリテーションチーム（DART）
• 日本医師会災害医療チーム（JMAT）
• 災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）
• ディモート（DMORT）
• 災害派遣精神医療チーム（DPAT）
• 日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）
• 大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（JRAT）
• 緊急被ばく医療支援チーム（REMAT）
• 徳洲会災害医療救援隊（TMAT）
• 災害派遣獣医療チーム（VMAT）
• 民医連災害支援チーム（MMAT）
• 全日本病院協会災害時医療支援活動班（AMAT）

•平時からの医療専門職系
• 日本看護協会(JNA)
• 日本公衆衛生協会（JPHA）
• 日本赤十字社・・・
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•災害時福祉専門職系
•災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード
•災害派遣福祉チーム（DCAT/DWAT）
•福祉防災コミュニティ協会
•災害福祉支援活動基礎研修関係者

•平時からの福祉専門職系
•日本社会福祉士会（JASWHS）
•日本介護福祉士会（JACCW）
•日本精神保健福祉士協会(JAPSW)
•日本相談支援専門員協会（NSK）
•日本介護支援専門員協会(JCMA)
•全国コミュニティライフサポートセンター（CLC）
•全国民生委員児童委員連合会
•全国社会福祉法人経営者協議会
•全国老人福祉施設協議会（JS）
•全国ホームヘルパー協議会
•日本知的障害者福祉協会（JAID）
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これら同業者専門職
組織間の顔の見える
関係はまだまだ。加え
て分野を超えた連携
もこれからの課題とい
える



災害時におけるボランティア活動
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東日本大震災：災害VCを通じたボランティア約150万人、赤い羽根「ボランティア・
NPOサポート募金」の助成を受けて活動した数は約550万人

～多様なセクターとの連携～
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災害ボランティアセンター
を軸とした被災者支援

２つの連携の基軸:支援PとJVOAD

社協ネットワーク

災害救助法等
法制度に基づくもの

官
民
連
携

国、地方自治体

災害VC以外
の支援

強力な連携体制

公的支援
（公助）

民間支援

二つの連携の基軸：支援PとJVOAD

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
（JVOAD）の概要
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理事団体／会員団体
特定非営利活動法人国際協力NGOセンター
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

震災がつなぐ全国ネットワーク
公益社団法人日本青年会議所

認定特定非営利活動法人日本NPOセンター
社会福祉法人全国社会福祉協議会

日本生活協同組合連合会

会員団体
日本赤十字社・東京災害ボランティアネット
ワーク・チーム中越・カリタスジャパン・一般社
団法人クロスオーバーラボ・一般社団法人情
報支援レスキュー隊・特定非営利活動法人難
民支援協会・特定非営利活動法人難民を助け
る会・東日本大震災支援全国ネットワーク・一
般社団法人ピースボート災害ボランティアセン
ター・認定特定非営利活動法人レスキューストッ
クヤード・社会福祉法人中央共同募金会

2016年10月NPO法人化認証（東京都）/11月1日設立
代表理事・栗田暢之／事務局長・明城徹也

活動実績
• 平成27年関東・東北豪雨災害、平成28年熊本地震、平成29年九州北部豪
雨では、支援援状況の全体像の把握をめざして行政・社協・NPOの情報
共有会議を定期的に現地開催し、支援活動をしているNPO等の情報集約
を行って、被災地社協とも連携を進めた。

• 平時には、仕組みづくりや分野別の議論の他、「災害時の連携について
考える全国フォーラム」を開催して広域での連携のあり方を協議する。
全国フォーラムは今後毎年実施し、あらゆる分野の災害支援関係者の集
いの場としていくことを目指している。
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 災害時の連携を考える全国フォーラム

○第1回：2016年2月12日・13日
第2回： 2017年5月26日（金）～27日（土）
○国際ファッションセンターKFCホール （東京都墨田区）

○500名を超える参加者・スタッフ
○40を超える都道府県から支援関係者・行政機関・企業等が集う。
○連携をテーマに9の分科会。都道府県域の支援ネットワークが集まって
情報共有を行う機会にも。

○次回は、2018年6月12日（火）～13日（水）、同会場にて開催



災害時の連携を考える全国フォーラム2017 分科会（例）
6

多様な支援者がつながるために
～医療、福祉、法律、技術系ボランティアなど～

大規模災害時には、さまざまな苦痛を抱えた住民が避難生活を強いられます。それに対し公
的対応だけでは、住民の尊厳ある生活は守れません。そこで官と民、民と民が連携・協力し
、民が持つ多様な専門性やそのチカラを活かし、支援を行うことは必要不可欠となっていま
す。しかし発災後の現場では、多様な支援者同士が連携・協力を実現した事例はまだまだ少
なく、その機能が充実することが求められています。この分科会では、災害対応を実施した
各分野の専門家を招き、お互いの専門性や価値観を認識し、次の災害時の連携・協力関係の
構築を目指していきます。
＜企画：一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター／NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（
JVOAD）＞

•パネリスト
小出 薫氏 新潟県弁護士会／糸魚川きぼう法律事務所弁護士
黒崎浩行氏 宗教者災害支援連絡会世話人／國學院大學神道文化学部教授
加藤良太氏 岩手県災害福祉広域支援推進機構事務局員
小林直樹氏 DRT Japan（技術系災害ボランティアネットワーク）テクニカルアドバイ
ザー
山本孝幸氏 日本赤十字社事業局救護・福祉部救護課課⾧

•コメンテーター
横田能洋氏 認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ代表理事
樋口 務氏 NPO法人くまもと災害ボランティア団体ネットワーク（KVOAD）代表理事

•コーディネーター
菅磨志保氏 関西大学社会安全学部准教授
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a) 先を見通した被災者支援のアドバイス
・過去の教訓を活かし、時間の経過と共にめまぐるしく変化する状況に対応する、また長期

的な視点にたった情報提供・助言を行う

b) 「もの」の支援における受援調整
・活動資機材・VC備品・うるうるパック等「もの」の支援の調整機能

c) 多様な外部支援者とのつなぎ役
・情報と活動先を求めて集う他市・他県からのNPO・ボランティア等の支援者との協働の円滑
材の役割を担う。
・JVOAD等外部支援者の強みや特性を把握した上での多面的な支援への展開を促す役割
が、より求められるようになる。

d) 各地で養成されている災害VC運営者との連携
・都道府県・市区町村それぞれで育成している災害VCの中核運営者との連携を意識した運
営支援

e) 情報発信を側面支援する
・IT支援者として、災害VCの情報発信等を支援する

ひと

支援P運営支援者ならではの役割・機能

これからは特に
この機能の強化
が重要！

30

（4）被災者中心･地元主体･協働の三原則を踏まえた
支援者のあり方

ひと

支援P 運営支援者ならではの「強み」

a)支援者の被災地との信頼関係構築に基づく支援
・滞在期間の長さ、繰り返しの被災地入りによる信頼を得た支援を実現

b) 「支援」の原則に関する共通理解
・協働・地元主体を尊重し、“提案地獄”などに陥らないようなエンパワーメントの視点
をもった「支援の作法」を踏まえている

c)多様なセクター出身者が集まることの強み
・本業が様々であることから繋げられるリソースが多種多様であり、課題解決への近
道となっている

d)後方支援者からの応援体制（チームでの支援）
・現場で直面した課題について、派遣者がすぐに相談できる後方支援体制をもつ

e)状況やフェーズに合わせた柔軟なシフトチェンジ
・日々状況の変化する被災地の実態に合わせた、派遣先・人数等の速やかな変更
を可能とする

f)具体的かつリアルタイムでの引継ぎ
・FBグループの活用による具体的で適時性ある引継ぎ（復命や公文書のようなもの
ではない） 31

どれも社協
職員派遣だ
けでは実現
できていない
（できない）こ

と

支援P協力のもと開催してきた
全国研修のあゆみ

災害ボランティアセンター運営支援者の養成（12年間の歩み）

32

◆災害ボランティアセンター・コーディネーター研修
平成17年度 大阪（参加者150名）

平成18年度 名古屋（参加者92名）

平成19年度 東京（参加者113名）

◆災害ボランティアセンター運営支援者研修
平成20年度 東京（参加者89名）

平成21年度 東京（参加者119名）

平成22年度 東京（参加者128名）

〈東日本大震災〉 被災地では、多くの研修参加者が顔の見える関係を活かした支援を展開

◆災害ボランティアセンター運営者研修
平成24年度 1月東京（参加者176名） 、2月大阪（参加者104名）

平成25年度 10月東京（参加者96名） 、2月山形（参加者35名）

平成26年度 11月東京（参加者126名） 、2月兵庫（参加者106名）

平成27年度 10月宮城（参加者63名） 、11月静岡（参加者93名）、1月香川（参加者136名）

平成28年度 9月福岡（参加者128名） 、12月長野（参加者138名）、1月岐阜 （参加者136名）

平成29年度 9月茨城（参加者176名） 、10月福井（参加者92名） 、12月岡山
30年度から1か所開催予定

約2000名の
研修修了者ひと

現在、災害時に稼働してい
る支援P運営支援者の多く
はこの受講者であり、24年
度以降は講師として関わっ
ている状況

講師養成研修も
並行して実施
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（参考）【運営支援者に期待されること】
平成27年度「災害ボランティアセンターの運営支援のあり方に関する小委員会」報告書より

1. 冷静に俯瞰する
2. 風通しを良くする
3. 地元をエンパワーメントする
4. 引き際を意識する
5. 黒子であることを意識する

• 支援の実態に向けた人材育成であること
・被災現場において、「どんな支援の場があってどんな支援者が必要であるか」が
あって、その支援を実現するための人材育成である

• 仕組みを動かす「コーディネーター」が肝要
・現場をリアルに想像して支援しているか
・支援者と密な連絡を常に取り合えているか
・支援者だけでなく被災地の関係者とも信頼関係を築けるか
・被災地を俯瞰できているか
・支援者がどんな役割を現場で担えているかを把握しているか
・刻一刻変化する状況に併せて、支援内容や体制を変えていく調整が出来るか

• 「しくみ」は面での支援を行って、初めてしくみといえる
・多様な他セクターの支援関係者との調整役を置いているか
・それを支えるひと・もの・お金が担保されるのか
・被災地の複合的・重層的課題は、様々な専門性を持った支援者が連携して解決に
向かえるものが多い（一つの専門性では対応は困難）

• 支援者目線になっていないか
・支援者が何ができるかではなく、被災者(被災地)が何を求めているのか 34

全国域での被災地支援に12年関わって考えた

（5）外部支援を行う上での重要なポイント
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災害支援における
多職種連携

熊本大学大学院生命科学研究部公衆衛生学分野
熊本大学医学部附属病院地域医療・総合診療実践学寄附講座

香田 将英
shoei05@gmail.com

災害支援における多職種
連携の実現のために
1.多職種連携の必要な理由
2.多職種連携の例
3.多職種連携実現のための

課題
4.支援者ストレス

災害支援における多職種
連携の実現のために
1.多職種連携の必要な理由
2.多職種連携の例
3.多職種連携実現のための

課題
4.支援者ストレス

災害発生時，
住民が困ることって
どんなことでしょう?

栄養

保健

ロジスティクス

保護

避難所

仮設住宅
運営 通信

水と衛生

食糧確保

教育

早期
復旧

発災

防
災

復
興全領域

調整

OCHA:Cluster Coordination(2005)より
原田，香田 改変（2016）

自分が
どの立場で
どこまでの範囲で
どのような活動を
行うのか?



様々な救護班

JMAT

JDA-DAT

JRAT

DPAT
PCAT

DWAT

歯科医師会薬剤師会

看護協会

DHEAT

鍼灸師会

DMORT

TMAT

NHO
日赤救護班

自治体救護班

DMAT

災害医療
コーディネーター

DCAT

様々な 災害支援チーム大代表
DMAT 厚生労働省委託授業
DPAT 厚生労働省委託事業

DHEAT 厚生労働省委託事業
日赤医療救護班 日本赤十字社 指定公共機関

JMAT 日本医師会 指定公共機関

JRAT 大規模災害リハビリテーション
支援関連団体協議会

JDA-DAT 日本栄養士会災害支援チーム
DCAT 災害派遣福祉チーム

災害医療
コーディネーター 基本的に県

災害支援における多職種
連携の実現のために

1.多職種連携の必要な理由
2.多職種連携の例
3.多職種連携実現のための

課題
4.支援者ストレス

4.22-5.5
避難所過密対策
新規避難所設営

5月2日
→
5月15日
↓

ダンボールベッド
毛布シーツ・介護用
ベッド・
簡易シャワー・
風呂・脱衣所・スノ
コ/パーテーショ
ン・常設トイレ
仮設トイレ・排水
自動ラップ式トイ
レ・ライト・上水
道・下水道・給水タ
ンク・ガス・弁当・
パーテーション・多
目的ルーム・談話
室・発電機・外灯・
電子レンジ・電気
ポット冷蔵庫・洗濯
機
掃除道具・ごみ処
理・エアコン・扇風
機・パソコン等・
Wifi・固定電話ラジ
オ・テレビ
コピー機



5.5-6.30
こころのケア

5.13-7.30
一般
福祉

避難所運営

災害支援における多職種
連携の実現のために
1.多職種連携の必要な理由
2.多職種連携の例
3.多職種連携実現のための

課題
4.支援者ストレス

自分（の組織）が
どの立場で
どこまでの範囲で
どのような活動を
行うのか?

機関の数だけある
ミッション
ビジョン
ストラテジー



共通の目的
共通言語の使用
平時からの

関係構築

普段の職務と異なる要素
職務内容
組織内・間ダイナミクス
権限
対象
生活空間

災害支援における多職種
連携の実現のために
1.多職種連携の必要な理由
2.多職種連携の例
3.多職種連携実現のための

課題
4.支援者ストレス

災害で心の影響を受けやすい人

生命の危険が
高かった人

近しい人を
亡くした人

経済損失の大きい人
自宅から避難した人

女性
特に妊産婦・母親

子供
高齢者
障害者
外国人

防衛医大 重村淳准教授より提供
Norris FH, Psychiatry 2002 

Galea S, Epidemiol Rev 2005 

災害で心の影響を受けやすい人

防衛医大 重村淳准教授より提供
Norris FH, Psychiatry 2002 

Galea S, Epidemiol Rev 2005 

支援者・対応者

大きな
社会的責任

混乱の中、
迅速な対応を
求められる

過重労働

留守番役の
業務増加

自らも
被災者

活動への
非難・
中傷

支
援
者
の

著しいストレス
を受ける業務

惨状の
体験・目撃

2次災害・
殉職の可能性

ご遺体と
の関わり

ご遺族と
の関わり

業務の特徴
防衛医大重村淳准教授より提供



精神保健
および
心理社会的支援

心理的応急処置
サイコロジカル
ファーストエイド
Psychological 
First 
Aid 

傷つけない原則

どんなときも、害を為すなかれ

傷つけない原則

あなたにも、害を為すなかれ



避難所・福祉避難所生活期
における役割を考える

演習Ⅰ

山本克彦・舟田伸司

災害の発生

地域の状況などを
イメージする

災害の発生A県B市 概要 20XX年8月24日から25日にかけて
1時間に110ｍｍの雨量が解析される集中豪雨が発生し
A県B市では住宅地背後の土砂崩れ及び、河川の氾濫
が起こった。

【A県B市】
人口 34,000人、世帯数13,200世帯、高齢化率36%
【B市役所】
全職員530人
【住家被害】

全壊130軒、半壊120軒、一部破損170軒、
床上浸水1,300軒、床下浸水2,800軒

【避難所】

避難者数2,200人、指定避難所数26か所

災害の発生

市街地の状況を
イメージする

A県B市20XX年



A県B市

20XX年 参考：河川からの氾濫と排水溝からの水は違う

2017年9月18日（月）朝 岩手県釜石市

2017年9月18日（月）朝 岩手県釜石市

参考：水が引くまでの時間も違う 参考：舗装路が乾燥すると土ぼこりが舞います

2017年7月9日（日） 福岡県朝倉市

災害の発生

山間部の状況を
イメージする

A県B市 20XX年



A県B市
20XX年

A県B市

20XX年

参考：山間部集落と市街地では“ニオイ”が違う

2017年7月10日（月） 福岡県朝倉市 2017年7月10日（月） 福岡県朝倉市

災害の発生

避難所の状況を
イメージする

2011年 東日本大震災



2011年 東日本大震災 2016年 熊本地震

参考：想定していなかった被害で使用不能 参考：1ヶ月以上経って、使用可能に…しかし

このような状況の中で、私たちは・・・

○住民への周知

指定福祉避難所が何処にあるのか、対象者も住
民も知ら ない

○支援者の確保

概ね10人の要配慮者に１人の生活相談員（要配
慮者に対して生活支援・心のケア・相談等を行う上
で専門的な知識を有する者）等の配置

○移送の課題

広域避難の交通手段・燃料の確保

福祉避難所の課題（１）



○ スクリーニングの課題

福祉避難所への避難順位の判断

○多様な要配慮者への対応の課題

多様なニーズを持つ被災者へのきめ細かな対応

出典：「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」

（平成28年4月 内閣府）より

福祉避難所の課題（２）

石井布紀子（さくらネット）作成資料の一部使用

スクリーニング：福祉避難所への避難順位の判断

演習

避難所での活動と実際

スクリーニング場面から、参加者
個々の考え方や専門性を共有し、
協働の体験をしてみましょう

A県B市の災害現場へ派遣される
こととなったあなたは、避難所
（300名規模）にやってきました。そ
こで、前任者から一通りの引継ぎ
とともに“気になる状況”の方々の
リストを受け取りました。
さて、あなたは・・・

個人（あなた自身）の決定をしてみましょう。
●この表は、A県B市（20XX年8月24日～25日発生）の豪雨災害の一次避難所において、
“気になる状況”だった方のリストです。

Work01：あなたが特に気になる（優先的に何らかの支援が必要）と考える方を5人選び、
番号に〇をつけましょう。

Work02：その理由と、具体的な支援（だれが何をするか）をメモ欄に書いてみましょう。
（時間があれば、5名以外も）

A県B市（20XX年8月24日～25日発生）の豪雨災害の一次避難所において、
“気になる状況”だった方々が、
福祉避難所を利用された日数とその後の移動先一覧です。



スフィアプロジェクト（参考）

被災者にとって「正しい」支援とは被災者が
安定した状況で、尊厳をもって生存し、回
復するために、あるべき人道対応・実現す
べき状況とはどのようなものか。この国際
的なプロジェクトでは「人道憲章の枠組み
に基づき、生命を守るための主要な分野に
おける最低限満たされるべき基準」を「ス
フィア・ハンドブック」にまとめています。今
後の我が国の「避難所の質の向上」を考え
るとき、参考にすべき国際基準となります。

最後に

http://www.janic.org/activ/earthquake/drr/sphere/

出典：「避難所運営ガイドライン」

（平成28年4月 内閣府）より



【災害福祉支援活動基礎研修】 

■法制度について 

日本弁護士連合会災害復興支援委員会委員 

仙台弁護士会災害復興支援委員会副委員⾧ 

弁護士 宇 都 彰 浩 

１ 災害と法律 

  災害で被害を受けると，生命・心身・財産・生活上の利益がダメージを受ける。 

生活再建は，権利の回復であり，人権の問題（「人間の復興」をスローガンにしている）。 

  法制度の問題と捉えることができる。 

  逆に，法制度の扱いを誤ると法制度による二次被害も起きてしまう。 

  →法律を知ること，法制度を活用すること，制度の創設・改善をすることが必要。 

 

２ 発災直後の法制度 

（１）災害対策基本法 

・現場である市町村が中心となって災害対応（避難指示など）を行う。 

・対応は，市町村が事前に作成した地域防災計画に基づいて行う。 

・平成 25 年の法改正で，人命最優先，被災者援護などの基本理念が定められた。 

（２）災害救助法 

・避難所，炊出し，物資供給，仮設住宅，医療助産など被災者保護のメニューを定める。 

・県の責任で行うが，実際は市町村が受託をしている。国からの財政援助の根拠法。 

・本来は，弾力的に適用されなければならないが，硬直的な運用が目立つのが課題。 

 

３ 被災者の経済的支援の法制度など 

（１）災害弔慰金法 

・遺族には弔慰金を，震災障害者には障害見舞金を支給する根拠法。 

・災害関連死を防ぐべき。災害関連死の認定の仕方，震災障害者の基準に問題がある。 

・災害援護資金貸付の根拠法にもなっている。貸し渋り，償還の厳しさに問題がある。 

（２）被災者生活再建支援法 

・住家が被害を受けた場合に，支援金（最大 300 万円）を支給する法律。 

・問題は，罹災証明の判定，住家以外の被害の不考慮，同一災害同一支援でないこと等。 

・本来，平成 24 年に改正されるべきところ，5 年以上放置されている。 

（３）義援金 

  ・被害の内容，程度，自治体により異なる。 

 

４ 平時の福祉制度の利用 

（１）生活福祉資金制度 

  ・緊急小口資金 



（２）生活保護 

 

５ これからの法制度に求めるもの 

（１）一人ひとりの被災者に寄り添い，生活の再建に必要な課題を，個別に計画的に支援す

ることが求められる（災害ケースマネジメント）。 

（２）様々な職能（医療，福祉，法律，家計支援，市民活動など）の連携が求められる。 

（３）立法事実を集めて，法制度を改善し，次の災害に備えることが求められる。 

 

6 被災者支援チェックリスト（関東弁護士会連合会（2017 年）） 
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演習２:チームカンファレンス ＜担当:日本社会福祉士会、日本介護支援専門員協会＞ 
（２日目 11:00～12:30 90 分間） 
 
【1】演習事例 
 私たち 3 人（X・Y・Z）は、避難所に県外（別々の県）から支援に入った支援者で、支援期間
は今日から４日間である。 
 大規模洪水が発生して 5 日経過した 8 月 30 日。行政から「床上浸水の自宅 2 階で生活してい
る家族（3 世代 4 人）がいる。避難所に来るよう声をかけたが自宅にいると言っている。実情把
握と相談に乗ってほしい」と要請された。 

私たち 3 人（X・Y・Z）は、家族 4 人から話を聞いた。やはり、それぞれに困り事を抱えなが
ら不便な自宅生活を送っていることが分かった。 
 私たちは活動拠点に戻り、一緒に問題解決の道筋を検討することにした。 
 
■家族構成（ジェノグラム） 

 A さん  80 歳、要介護 3 、認知症、家の中
は伝い歩き出来たが、被災後は意欲がなくなり
寝たきり状態。 

 B さん  75 歳、夫 A さんを自宅で介護して
きた。居間や寝室がある 1 階に泥水が溜まって
いるため途方に暮れている。 

 C さん  50 歳、10 年前に夫 E さんと離別。
実家に帰り食品スーパーでパートをしながら２
人の子どもを育てた。15 年前からうつ病発症し
通院中。今は自宅を復旧する元気が出ない。 

 D さん  23 歳、短大在学中に統合失調症発
症。卒業後就職したが２ヵ月で退職。働く自信
がなく３年近く自宅に引きこもっている。 

 E さん  53 歳、離婚後、子どもが就学中は養育費の一部を負担していたが、今は経済的支援
はない。この 2 年間は連絡も取っていない。 

 F さん  48 歳、大阪在住。介護施設職員。年に 1～2 回里帰りする。今回は食糧を送ってく
れた。仕事があるので直接支援には行けないと連絡あり。 

 G さん  30 歳、東京在住。建設会社勤務。オリンピックスタジアム建設工事に携わっている
ので休みが取れないと連絡があった。 
 
【2】演習のすすめ方 
11:00～11:20（20 分） 演習の目的、内容の説明、事例の紹介 
            グループの役割分担（進行役、記録者、発表者） 
         事例中の役割分担（X ⇒ A・B 夫妻聞き取り役、Y ⇒ C さん聞き取り役、 

 Z ⇒ D さん聞き取り役） 
11:20～11:35（15 分） この家族が抱える課題の洗い出し 
         ※X・Y・Z が聞き取ってきた情報シート（別紙）から課題を整理する 
11:35～12:05（30 分） 対応策の協議（活用できる社会資源、対応策の優先順位など） 
12:25～12:30（25 分） 発表とまとめ 



災害福祉支援活動基礎研修 2017

演習Ⅲ 「支援の引継ぎ」

氏名： 鈴木 ハナ さん

年齢： 73歳  (生年月日 昭和14年11月22日)

住所： ○○市✕×町X-XX-X (全壊被災地域のため電話不通）

住居:  持ち家 被災状況不明であるが、航空写真から全壊地域であると思われる

被災場所: ××病院 （内科カルテ流失）

医療情報: 残薬あり （抗てんかん薬） ただし内科疾患に関しては不明

災害救助法による医療提供: あり

ロールプレイ①

＜鈴木さんとの面接 福祉避難所アリーナ・ソファーにて＞

登場人物 鈴木 ハナ；「鈴木」 、 ソーシャルワーカー１；「SW１」

SW１：「こんにちは、福祉支援チームAです。今お話ししてもいいですか。昨日の続きの話でまた寄

せていただきました。ここは一時的な避難場所なので、もう少し落ち着いたところに移ってい

ただくことになる時のためにお聞きしたいことがあるんです。鈴木さんも今後の事いろいろ、考

えていらっしゃると思うので、少し今のお考えの事など聞かせくださいますか？」

鈴木：「そうねえ･･･お父さんがねぁ･･･病院に行って、どっかに避難していると思うんだけど･･･」

SW１：「そうでしたね。どなたか代わりに探しに行ってくれそうな方はいますか。」

鈴木：「いない･･･病院に行ったのだけれど」

SW１:「どこの病院でしたっけ？」

鈴木:「△△病院」

SW１:「お父さんのことが気がかりでいらっしゃるのですよね･･･少しこちらでも市役所の方と協力し

てお探ししてみてもいいですか？」 または「市役所の人に手伝ってもらえるようなら、手伝っ

てもらって、お父さんを探してもらいますか？」

鈴木：「お願いしたいです」

SW１：「わかりました。では市役所の方に相談してみます。それで、お父さんのお名前やお年などま

だお聞きしていなかったので、教えていただけますか？」

鈴木：「名前は、鈴木一郎、歳は７６歳。」

SW１：「生年月日を教えていただけますか」

鈴木：「誕生日は、９月２日。私より３つ上･･･」

SW１：「昭和11年ですね。ところで鈴木さんには、お父さんのほかに、ご家族はどなたがいらっしゃ

るのですか？」

鈴木：「…子供が」

SW１：「お子さんはなん人いらっしゃる？」

鈴木：「2人」
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演習Ⅲ 「支援の引継ぎ」

SW１：「２人お子さんいらっしゃるのですね。男の子さん？女のお子さん？」

鈴木：「ふたりとも男」

SW１：「息子さんたちとの連絡は・・どうされているのですか・・･」

鈴木：「ずっと会ってないんです・・。」

SW１：「ずっと会ってないんですか。それは今回の震災の後？それとも、その前から？」

鈴木：「うん、県外にいるから･･･ときどき帰っては来たけれど･･･」

SW１：「県外ですか･･･じゃあ、年末とかお盆とか？」

鈴木：「盆と暮れには帰ってきた。去年も帰ってきましたね、うん毎年帰ってきていた」

SW１：「毎年、お盆とかお正月には帰ってこられるんですね。じゃあ、半年ぐらいあっていない・・・。

息子さんたちはどこかお勤めですか？」

鈴木：「ええ」

SW１：「そこから何かお探しするヒントがあるといいのですが、お勤め先は分かりますか？」

鈴木：･･･無言･･･「わからない」

SW１：「息子さんたちにはご家族はいらっしゃいますか・・・。」

鈴木：「･･･ふたりとも･･･結婚してない････」

SW１：「そうなんですね。そうすると、息子さんもお父さんお母さんのことなど探しているかもしれませ

んかね。

鈴木：「そうね・・・。」

SW１：「鈴木さん息子さんたちのお住まいは・わかりますか・・・？」

鈴木：「･･･（無言）････」（首をかしげる）「うん･･･お父さんが知ってるんだけど･･･」

SW１：「あぁお父さんがご存知なんですね･･･いつも父さんが連絡されていたんですか？」

鈴木：「ええ、これまでお父さんに全部まかせていたから･･･」

SW１：「そうなんですねぇ･･･肝心のお父さんと連絡が取れなくて、・・ご心配ですね･･･」

鈴木：「ええ」

SW１：「息子さんたちの会社は、どうでしょう、なにか記憶にありますか。」

鈴木：「上の子は工場。下の子の会社は、ちょっと、わからないなぁ～～～。」

SW１：「県外の、どのあたりでしょうねぇ･･･」

鈴木：「上の子が、最初、埼玉の方の工場にいたんだけど、なんか会社をかわったみたいで･･･今

どこにいるかわからないの。下の子は会社変ってないと思うんだけど、どこだったか･･･」

SW１：「上のお子さん、工場を変られて、埼玉より遠くの県になったんですか？それともお近くにな

られたんですか？」

鈴木：「ちょっと近くなった･･･って言ってたように思う。」

SW１：「そうですか、じゃあ茨城かな？福島かな？山形かな？･･･息子さんたちと災害など何かあっ

た時の連絡方法とか、何か話していたことがあれば教えてください。」

鈴木：「こんなことが起こるとは思ってなかったし。私も具合が悪かったので。」
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ロールプレイ②

＜ 市役所市民課職員との SW２電話の場面返事 １＞
登場人物 市役所市民課職員；「市担当」、 ソーシャルワーカー２；「SW２」

市担当：「もしもし、○○役所の○○ですが、そちらの避難所に避難している鈴木さんのことでお

電話しました。鈴木ハナさんの夫の一郎さんですが、死亡届が出ていて、亡くなっていま

した。」

SW２：「一郎さん、亡くなっていたんですね。それで、死亡届は、どなたが出されていたんでしょう

か？」

市担当：「息子さんが、鈴木ハナさんの代理ということで出されていました。」

SW２ ：「息子さんたちは、お母さんの生存をご存知でしょうか？」

市担当：「いやぁ、それは･･･届出が出ていることだけで、そこまでは私たちにもわかりません。」

SW２：「では、旦那さんが亡くなっていることを、誰が、どのように伝えるか、検討しなくてはいけな

いですね。こちらでミーティングを開こうと思いますが、いらっしゃれますか？それから、

息子さんの連絡先を教えてもらうことはできますか？」

市担当：「息子さんの連絡先はわかりますが、まず、こちらから連絡をとって、お母さんの生存を伝

えます。その上で、息子さんから、そちらに連絡を入れてもらうようにしようと思います。」

SW２： 「わかりました。では、息子さんからのご連絡を待つことにします。こちらの連絡先は○○

○○、電話番号はXXXXにご連絡くださるようお伝えください。よろしくお願いします。」

市担当：「わかりました。それでは、よろしくお願いします。」

ロールプレイ③

＜市役所市民課職員とのSW３電話の場面＞

登場人物 市役所担当者;「市担当」、 ソーシャルワーカー3；「SW3」

市担当：「息子さんにお母さんの生存をお伝えしたところ、関わりたくないと言われています。それ

で、息子さんは、そちらに連絡されないと思います。どうしたらいいでしょうかね･･･」

SW３: 「あぁ、そうなんですね･･･わかりました。こちらとして、一郎さんの死亡を、ハナさんにどん

な風に伝えたらいいか、今後のことについても身元引受人をどう確定していくかという課

題が出てきましたので、関係者と相談したいと思います。その上で、またご連絡したいと

思います。」



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本書を許可無く複写・転載することを禁じます。 
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